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１ 当研究所は本年4月、設立から3年という一つの区切りを迎えました。この間、「警察学」の名を冠した日本で初めて

の研究所として、子どもの非行防止や警察組織に関する研究を行うとともに、シンポジウムや研究会などを通じて、専

門家・組織管理者・研究者・市民の方々の交流と、関係する様々な機関の協働の促進に当たってきました。地域、組織、

専門、立場を異にする、普段接することのない人と出会い、語り、聞くことを通じて、新鮮な発見があったとの感想を、

参加された方々からいただいています。

ご参加・ご支援・ご協力をいただいた多くの機関、多くの方々にお礼を申し上げますとともに、新たな知見・新たな

出会いが、実際の仕事・活動・協働に反映されることを願っています。

２ 子どもの非行防止に関して、包括的なアプローチが必要であり、養育上の課題を抱えた家庭に対する支援を含めた幅

広い施策が求められること、多くの機関の連携が不可欠であること、担当者のレベル等によって大きな差異が生まれる

ことなどが、これまでの研究で明らかになっています。昨年1月に開催したシンポジウム「子どもの非行防止日本一を

目指して」では、文字通り「日本一」と言える包括的施策を展開している組織の管理者の方や高い専門性を発揮してい

る方にご参加をいただき、包括的な行政施策や子どもと向き合う現場での取組みの在り方を明らかにすることができた

と考えています。

また、研究所では、京都市教育委員会と学校及び地域の方々の協力を得て、先進的な取組みを行っている複数の中学

校と小学校を対象に、地域社会との関わりや社会参加意識・規範意識の強化などの面に着目した社会学的調査を実施し

てきました。加えて、困難を抱えつつ取組みに当たっている中学校と小学校を対象にした調査を、昨年度から始めてい

ます。実践と理論の双方に立脚しながら、子どもの非行防止に役立つ新たな知見を生みだし、社会に広く情報発信して

いく予定です。先進的な取組みに関しては、一通りの調査を終えており、近く成果を発表することとしています。

３ フランスから警察学研究の専門家を招き、警察大学校の警察政策研究センター等との共催で、「変容する国際テロ情

勢への対応」と題したフォーラムを昨年9月に開催しました。フランス国内における移民系子弟の社会的疎外感の問題

がイスラム過激思想への傾倒と同国内でのテロ行為への企図につながっていることが講演で述べられ、大きな反響があ

りました（講演で危惧が述べられたのと同じテロが、翌月に起きています。）。

このほか、新たなプロジェクトも視野に、配偶者間の暴力に関するフランスでの取組み、児童虐待に関するアメリカ

での取組みについての研究会を開催しています。

４ 昨年11月、当研究所の研究プロジェクト「親密圏内事案への警察の介入過程の見える化による多機関連携の推進」が、

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の社会技術開発センター（RISTEX）が始めた新しい研究開発領域「安全

な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」の一つとして採択されました。平成30年11月までの3年間、同機構の資金

を受けて研究を行います。
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研究所のこれまでの研究成果と培ってきた研究基盤が評価されたものといえますが、多額の国費の支給を得て研究を

行うことの責任の重さを実感しています。

このプロジェクトは、児童虐待や学校内の事案において、警察がどのような場合に、どのような要素を考慮して、刑

事事件としての介入を行うのかを解明し、関係機関（児童相談所や学校など）の警察の介入に対する知識、問題点の認

識や期待と照らし合わせた上で、関係機関の側が警察の刑事事件としての介入の内容や意図を理解し、予測できるよう

にするものを開発することにより、警察を含めた多機関連携が円滑になるようにすることを目指すものです。合わせて、

警察の介入後の連携に関する先進的な事例の調査と、警察の介入の在り方に関する規範的な研究も行っていきます。

警察調査の実績のある研究者を専任研究員として迎え、本学の教員である研究所員及び他大学教員である客員研究員に

加え、警察、教育及び児童相談行政の責任者であった方々の参画も得て、本研究を進めることにしています。

昨年度は、研究体制の構築と各機関の調査協力の確保に当たったほか、警察対象予備調査を行いました。また、子ども

法の研究者や児童福祉専門家を招いた研究会を開催しています。本年度から、警察大学校の入校生を対象としたインタ

ビュー調査をはじめとする警察及び関係機関対象の調査を行うとともに、先進的事例の調査、外国制度の分析や国内法

的論議を含めた規範的検討を、本格的に進めていきます。

５ 研究所は、3年前、渥美東洋法務研究科教授（当時）を所長として発足しました。一昨年の渥美教授の急逝から2年が

経過した本年2月、「犯罪法システムの構築－渥美東洋の政策・法学」と題したシンポジウムを警察政策学会社会安全政

策教育研究部会との共催により開催し、同氏の業績の今日的な意義を論じたところです。

このほか、当研究所の設立に深く関わり、大きな貢献をした中谷真憲教授が、別の研究所に専念するため、本研究所

を離れました。

一方、４で述べたプロジェクトの研究のために、当研究所の初の専任研究員として、吉田如子氏の参加を得ました。

加えて、複数の他大学の研究者の方にも、客員研究員あるいはプロジェクト参加者として、共同研究に当たっていただ

いています。

設立から3年、研究の積み重ねと研究体制の構築に加え、故渥美教授や藤岡名誉教授からの書籍寄贈を受け、プロジェ

クトによる図書等の購入も含めて、研究所としての整備が図られていることを、合わせて報告させていただきます。
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